
令和８年第２回定例記者会見　要旨 

 

 

日時：２０２６年５月２２日（金）　午後２時～ 

場所：神栖市役所本庁舎３階　３０１会議室 

 

 

■主な議案の説明（総務部長） 

○議案第１号　神栖市附属機関に関する条例の一部を改正する条例について 

神栖市ハラスメント審査会において、知見のある外部委員を委嘱できるよう委員構

成に係る規定を改正することに伴い、当該審査会を附属機関に新たに追加するため、

所要の改正を行うものとなります。改正の内容といたしましては、神栖市附属機関に

関する条例の別表中に、神栖市ハラスメント審査会に関する事項を加える改正を行う

ものです。 

 

○議案第２号　神栖市介護保険条例の一部を改正する条例 

　介護保険法施行令の改正に伴い、令和７年度に住民税が非課税であった第１号被保

険者または、その属する世帯の世帯員で、税制上非課税となる範囲の就労収入の増加

により、令和８年度介護保険料算定において、住民税課税世帯の所得段階に属する場

合の当該第１号被保険者の介護保険料について、令和７年度における所得段階で算定

した額まで減免できることとするため、所要の改正を行うものであります。 

 

 

■補正予算の説明（企画部長） 

　今回の補正予算は、一般会計、介護保険特別会計であります。 

補正予算の規模は、一般会計と特別会計を合わせまして、歳入歳出それぞれ３１７

万９千円を追加し、補正後の額を５１０億７，１０４万２千円とするものであります。 

 

○一般会計 

補正額は、歳入歳出それぞれ３０９万１千円を追加し、補正後の額を４４８億　　

７，６４９万９千円とするものです。 

主な内容は「波崎総合支所・防災センター管理事業」であり、波崎総合支所・防災



センターにおいて、高圧ケーブルに絶縁破壊の発生する恐れが生じたことから、早急

に更新工事を行うため、補正予算を計上するものであります。財源としましては、諸

収入等を充てるものであります。 

その他の補正の内容についてでございますが、「教育委員会事務局管理運営事業」

の委員報酬等であります。新たな調査事案が発生したため、いじめ問題調査対策委員

の報酬・費用弁償を予算措置するものであります。 

次に、「心身障害者（児）福祉対策事業」のシステム改修であります。特定親族特別

控除の創設に伴い、「特別児童扶養手当等」の支給事務で使用するシステムの改修を

行うものであります。 

次に、「介護保険管理事業」繰出金であります。介護保険特別会計補正予算の財源と

しての繰出金であります。 

 

○介護保険特別会計 

補正予算の規模は歳入歳出それぞれ８万８千円を追加し、補正後の額を６１億　　

９，４５４万３千円とするものです。 

補正の内容につきましては、国の介護報酬改定に伴うシステム改修経費について、

補正予算を計上するものであります。財源としましては、繰入金を充てるものであり

ます。 


